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仕様書に記載のとおり、委託料の算出対
象は「業務価格（※１）」となります。

　変動した電工単価（兵庫県）を反映さ
せる対象として、「業務価格※２」は対
象外でしょうか。

ご認識の通りです。

委託仕様書 ３８

別表１
０　委
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（１） ② 委託料の算出
　直接業務費が変動した場合、直接経
費、技術経費、諸経費も変動するものと
して計算してよろしいでしょうか。

委託料の算出委託仕様書 ３８
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委託仕様書 ３８
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（１） ②

（１） ②

変更の対象と条件

　公共工事設計労務単価は毎年３月に新
単価が公表されるため、本業務開始時
（令和８年４月）には新しい公共工事設
計労務単価が適用されている可能性があ
ります。また本委託仕様書では「委託料
の変更は、契約開始あるいは変更より１
２ヶ月を経過した後で変更できるものと
する。」と記載されていますが、以下に
ついてご教示下さい。

１．本業務開始後の令和８年４月以降に
賃金の変動を算出し、変動前後の業務委
託費が±１．５％を超えていた場合、令
和９年度の委託料変更は可能でしょう
か。
２．本業務における初回の変動確認の時
期と、委託料変更が反映される年度をご
教示下さい。

1.業務開始後１２カ月経過後可能となり
ます（甲又は乙の申し入れ日が変更の基
準日）。

2.
・初回変動確認時期
　　業務開始後１２カ月経過後
・初回委託料変更の反映年度
　　甲又は乙の申し入れがあった年度
（申し入れ日が変更の基準日）

委託料の算出
　変動した電工単価（兵庫県）を反映さ
せる対象は「業務価格※１」中の直接業
務費となりますか。

仕様書に記載のとおり、委託料の算出対
象は「業務価格（※１）」となります。

委託仕様書 ３８
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（１） ①

各納税証明書について、滞納のないこと
の確認のためであるため、提出するもの
は写しでもよろしいか。

各納税証明書は、写しによる提出も認め
ます。

委託仕様書 ３８
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（１） ① 変更の対象と条件
本業務の当初の公共工事設計労務単価
電工単価(兵庫県)の基準月をご教示下さ
い。

本業務当初月時点の最新の単価としま
す。

文言記入

入札説明書 ５ １０ （５） ケ

法人税、消費税及び
地方消費税、県税、
市町村税の各納税証
明書（直近の３年
分）
滞納がないことが証
明できる納税証明書
によること。

入札説明書
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(全角)
１

(全角)
(１)

(全角)
ア

(全角)
(ｱ)

(半角)
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